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（目 的） 

第１条 この規則は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート( 以下「本法人」

という。)定款第４５条の規定に基づき、支部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

（支部の設置） 

第２条 本法人は、定款第３条の目的を達成するため及び本法人と会員との連絡調整を図る

ために支部を設置する。 

 

（支部の区域） 

第３条 支部の区域は、司法書士会の区域を基準とし、理事会の決議により定める。 

２ 前項の区域内に事務所を有する司法書士である正会員（以下「司法書士正会員」とい

う。）及び同区域内に主たる事務所を有する司法書士法人（以下「法人正会員」とい

う。）は、当該支部に所属するものとする。 

 

（支部の名称） 

第４条 支部の名称は、理事会の決議により定める。 

 

（支部の役員） 

第５条 支部に次の役員を置く。 

 (1) 支部長    １名 

 (2) 副支部長  １０名以内 

 (3) 会 計    ２名以内 

 (4) 監 査    ２名以内 

 (5) 支部規程に定めるその他の役員 

 

（役員の職務） 

第６条 支部長は、支部を代表し、支部の業務を行う。 

２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代理し、支部長が

欠員のときはその職務を行う。 



３ 会計は、会計に関する業務を行う。 

４ 監査は、支部の資産及び会計の状況の監査を行う。 

５ 監査は、他の役員を兼ねることができない。 

 

（役員の選任） 

第７条 支部の役員は、支部所属の司法書士正会員の中から支部の総会で選任する。 

 

（役員の任期） 

第８条 支部の役員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る支部の定時総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 本法人定款第２８条第３項、第４項及び第２９条の規定は、支部の役員に準用する。 

 

（支部規程及び支部運営規程） 

第９条  本法人定款及びこの規則に定めのある場合を除き、支部の組織、資産及び会計その他

必要な事項は、支部が別に支部規程で定める。 

２ 本法人定款第４条の事業を行うにあたり、その運営のため必要な事項は、支部が別に支

部運営規程で定める。 

３ 前２項の規程を定め、又はこれを変更するには、理事会の承認を受けなければならない。 

 

（大規模支部の特例） 

第１０条 支部に所属する司法書士正会員及び法人正会員の数が２００人以上の支部（以下

「大規模支部」という。）は、第５条第２号の副支部長の定数を２０名以内とすることが

できる。 

２ 大規模支部は、支部の総会において、第５条第３号の会計に代えて財務部、財務委員会そ

の他会計の業務を専門に行う部署（以下「会計専門部署」という。）を設置することがで

きる。 

３ 前号の会計専門部署は、支部の役員（監査を除く。）が統括しなければならない。 

 

 

附 則 

１ この規則は、本法人の設立許可のあった日から施行する。 

２ 設置当初の支部役員は、第８条の規定にかかわらず、支部所属正会員予定者の中から、

支部設置準備総会で選任することができる。 

３ 設置当初の役員の任期は、第９条の規定にかかわらず、支部設置の日における本法人役

員現任者の任期と同じとする。 

 

 

附 則 

１ この改正規則は、定款変更認可の日から施行する。 

 



 

附 則 

１ この改正規則は、平成１９年６月１７日から施行する。 

 

 

附 則 

１ この改正規則は、平成２２年６月１９日から施行する。ただし、本法人の名称中に公益社

団法人という文字を用いることとする変更並びに第１条、第２条及び第８条第２項の規定

は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める

公益法人の設立の登記の日から施行する。 

 


